
＜申告フローチャート＞
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A

D
いいえ

CA
はい

事業所得（農業、営業など）・

不動産所得・雑所得・一時所得

などがありますか？

主に給与公的年金等のみ
給与・公的年金等

以外の収入あり

A
・給与所得以外の所得が

２０万円を超える。

・医療費控除、初めて住宅

借入金等特別控除などの

適用を受ける。

・年末調整をしなかった。

・年の途中で退職し、その

後就職していない。

・２か所以上から給与の支

払を受け、年末調整され

ていない給与の支払額が

２０万円を超える。

・給与収入が２,０００万

円を超える。

はい いいえ

年金の収入額が１４８万円

（６５歳未満の人は９８万

円）を超えていますか？

はい いいえ

いいえ はい

令和８年１月１日現

在、雲仙市に居住し

ていましたか？ はい

令和８年１月１日の居住

地の市区町村または税務

署にお尋ねください。

令和７年中に収入が

ありましたか？

次のうち、収入の種

類はどれですか？

いいえ

非課税収入のみ（遺族

年金・障害年金・失業

給付金など）

次のうち、どちらに該当しますか？

B
・市外にいる親族

の税申告上の扶

養になっている。

・誰の税申告上の

扶養にもなって

いない。

E
・市内にいる親族

の税申告上の扶

養になっている。

年金の収入額が４００万円

を超えていますか？

次のうち、どれに

該当しますか？
土地などの譲渡が

ありますか？

所得の合計額が所得控除の合計

額より大きいですか？

ＳＴＡＲＴ

E

・１か所からの給与所得

のみで、年末調整時の

内容に変更がない。

B

・給与所得以外の所得が

２０万円以下である。

はいいいえ

はい

いいえ
C

△
所得控除（社会保険料控除、扶養控除など）の適用をすでに受けている場合、
申告は不要です。

× × 所得税確定申告および市県民税申告（住民税申告）の提出は不要です。

△

○
国保税や保育料算定の基礎資料にもなりますので、必ず申告しましょう。
申告されない場合、減額措置などが受けられません。

△ △
税務署から確定申告の案内ハガキなどが届いた方は、所得税がかからなくても
確定申告が必要な場合があります。詳しくはお尋ねください。

×

市県民税
申告

注意事項

○ × 収入が公的年金等のみの方は、所得税が還付される場合があります。

所得税
確定申告
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